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亀岡市総合福祉センター運営委員会 議事録 

 

開催日時：令和８年２月１８日（水）午前１０時～午前１０時４５分 

開催場所：亀岡市総合福祉センター ４階 講習室・集会室 

出席者 ：運営委員会委員７名、事務局４名、(公財)亀岡市福祉事業団２名 

 

１ 開会 
 

司会 

 

―開会― 

 

２．あいさつ 
 

部長 ―あいさつ― 

 

委員 ―自己紹介― 

 

事務局 ―自己紹介― 

 

 

３．会長・副会長の選出等 

 

司会 

 

「亀岡市総合福祉センター条例施行規則」第２４条第２項により、委員の互選により、会

長に森川 寿文 様を、また、副会長に島影 寔 様を選出。 

 

 

４．議 事 
 

議長 

 

 

議事の「（１）亀岡市総合福祉センター運営委員会について」、事務局から説明をお願い

します。 

 

事務局 

 

（資料２、資料３、資料４に基づき説明） 

 

議長 

 

ありがとうございました。 

ただ今の説明について御質問、御意見がございましたらお願いします。 

 

委員  （特になし） 
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議長 

 

 

次に議事の「（２）亀岡市総合福祉センターの事業活動について」、事務局から説明をお

願いします。 

 

事務局 

 

（資料５、資料６に基づき説明） 

 

議長 

 

 

ありがとうございました。 

ただ今の説明について御質問、御意見がございましたらお願いします。 

 

副会長  勤労青少年福祉事業について、相談事業の内容や件数などが市民に目に見えるかたち

で示していただきたい。 

 

事務局  事業内容については、市から亀岡市福祉事業団に委託しているものであり、総合福祉セ

ンターのホームページでも一定の実績等を公開し、適正に実施いただいているが、今後は

委員の皆様にも分かりやすくお伝えできるよう検討していきたい。 

 

会長  なぜ年度末のこの時期に令和７年度の事業計画や収支予算書の説明となったのか。 

 

事務局  本日は、令和７年度初めての運営委員会の開催のため、この時期の説明となった。今後

は、開催時期を早めたり議事の内容についても工夫していきたい。 

 

委員  調理実習室のガスコンロが使用できない状況となっている。いつ頃、使用できるようにな

るのか。 

 

亀岡市 

福祉事業団 

 調理実習室は、ガス漏れが発生しているため使用停止にしている。現在、修繕業者に修

繕見積を取得しているところであり、いつから使用できるというのは不確定な状況である。 

 

委員 

 

 １階と４階のトイレは改修されたが、２階・３階の改修の予定はあるのか。 

 

事務局  館内設備の修繕については、順次実施しているが、トイレの改修については、かなりの高

額になる。そのほか、空調や電気設備など安全に関わる部分についても施設を維持、運営

していくために修繕していく必要がある。全てを一度にとは難しいが、安全面、利便性、快

適性を考慮して予算確保でき次第、順次進めていきますのでご理解をいただきたい。 

 

委員  利用状況を見ていると軽運動室の稼働率が高く利用人数も多い。人数が多く、利用でき

なかったケースや軽運動室を増やしてほしいなどの意見はあるのか。 

 

事務局  軽運動室は、卓球やダンスで多く利用いただいている。各登録グループで利用調整いた

だいているが、館内で卓球などができる部屋はなく、どうしても集中してしまう部分はある。 
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亀岡市 

福祉事業団 

 館内で軽運動ができる部屋はひとつしかないため、利用したくても部屋が取れない状況

はあるが、各登録グループで利用調整をお願いしている。 

 

 

５．報告 

 

議長 

 

報告「（１）亀岡市総合福祉センターの受付時間の変更について」、事務局から説明をお

願いします。 

 

事務局 

 

（資料７に基づき説明） 

 

議長 

 

 

ありがとうございました。 

ただ今の説明について御質問、御意見がございましたらお願いします。 

 

会長 

 

 

 新聞記事で市役所開庁時間の変更が載っていたが、なぜ総合福祉センターの受付時間

は午後６時３０分までとされたのか。 

働き方改革の推進とあるが、具体的にどういった取り組みをされているのか。 

 

事務局 

 

 午後６時３０分までとしたのは、夜間貸館時間の区分を午後６時から午後１０時としている

ため、午後６時に来館された時に次回の受付や利用料金のお支払いができるようにと考え

た。 

 亀岡市福祉事業団の職員も少なく、勤務時間も長くなる状況のなかで時差出勤などを実

施しながら運営していただいている。社会全体として人手不足などによる様々な見直しが

されている状況にあるなかで受付時間の変更を進めることとなった。 

 

亀岡市 

福祉事業団 

 夜間管理については、市の許可を受けてシルバー人材センターに委託しているが、シル

バー人材センターでも人手不足がかなり進んでいるなかで夜間管理以外に申請や金銭授

受まで担っていただくことが敬遠され、担い手を確保することが難しい。代わりに職員が夜

間管理をするとなると、少ない人数のなかローテーションを組まざるをえず、現実的にでき

ない。こうした実情から利用者のご協力を得て、受付時間の変更を実施していきたいと考

えている。 

 

議長 

 

ありがとうございました。ほか、よろしいでしょうか。ないようでしたら、本日の議事につい

ては、以上とさせていただきます。 

 

議事進行にご協力いただきありがとうございました。それでは、事務局へ進行をお返しし

ます。 
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６．閉会 
 

事務局 

 

委員の皆様には、各議事につきまして、熱心に御協議いただき、大変ありがとうご

ざいました。 

今後とも本運営委員会の運営につきまして、御理解と御協力を賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきます。ありがとうございまし

た。 

 

 


